
 

 

 

 

公益財団法人 ひょうご環境創造協会 

 

 兵庫県内での地球温暖化防止対策を促進するため、家庭内のエネルギー使用状況を見える化し、

エネルギー使用の制御を可能にするホーム・エネルギー・マネジメントシステム（ＨＥＭＳ）を新

たに設置する場合に、費用の一部を補助することによって、家庭の省エネを推進します。 

 

         補助対象者は、以下の要件を全て満たす必要があります。 

① 兵庫県内において自ら居住する民生用住宅（集合住宅を含む。店舗・事務所

等との併用住宅は除く。既築・新築は問わない。）に、補助対象機器を購入し設

置する者。 

        ② うちエコ診断（※裏面参照）を過去１年以内に受診した者。または、補助完

了報告までに受診する者。 

        ③ 補助対象機器によりエネルギー使用量の計測結果のモニタリングを行い、日

常生活において制御機能を活用し、家庭内のエネルギー使用量を抑制する省エ

ネ化に取り組む者。 

 

□平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日までに機器の設置が完了するものが

対象となります。 

□補助対象機器は、以下の要件をすべて満たす必要があります。 

※詳細については、補助金交付要綱で確認をしてください。 

① 「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること。 

② エネルギーの使用状況の見える化ができること。 

③ 省エネに資する自動制御機能を有していること。 

④ 創エネルギー機器及び蓄エネルギー機器との接続機能を有していること。 

⑤ 電力使用量データをクラウドサーバに蓄積できること。 

⑥ 省エネを促す情報提供機能を有していること。 

 

補助の対象となる費用は、次に示す本体機器、計測装置の機器購入費（税抜）

のみとし、設置に伴う工事費等は補助対象外とします。 

本体機器 データ集約機器（計測結果を集約し、記録に係るサーバ等の装置等） 

通信装置（ゲートウェイ装置、通信アダプタ等） 

制御装置（機器の制御に係るコントローラ等） 

モニター装置（独自端末等） 

計測機器 計測装置（電力使用量の計測に係る電力量センサ、電流計、タップ型電力量計、

計測機能付分電盤等） 

 

補助金の額は、補助対象経費（税抜）の２分の１（千円未満は切り捨て）とし、

１０万円を上限とします。 

なお、補助金額が１万円未満の場合は対象外となります。 

また、他の補助金を合わせて受けることは可能ですが、その場合には他の補助

金額を差し引いた額が補助対象経費となります。 

 

交付申請書受付期間  平成 29年 2月 6日～平成 30年 2月 28 日 

  完了報告・補助金請求は、平成 30年 4月 27 日まで。なお、「申請の合計額が予算額に達

した場合、受付期間であっても申請の受付を終了する場合があります。 
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交付申請（設置工事着手前） 

① 補助金交付申請書 

② 補助金にかかる誓約書 

③ ＨＥＭＳ機器が含まれる見積書の写し 

④ 設置予定機器リスト兼補助要件適合証明書 

⑤ 設置予定機器のカタログ等の写し 

⑥ 申請者の現住所がわかる書類（住民票、運転免許証等）の写し 

⑦ うちエコ診断受診申込書（１年以内に受診済みの場合は不要） 

⑧ その他当法人が必要と認める書類 

完了報告・補助金請求（設置完了後） 

① 補助事業完了報告書兼補助金請求書 

② 補助金振込口座登録用紙 

③ 設置機器リスト兼領収内訳書 

④ ＨＥＭＳ機器が含まれる領収書の写し 

⑤ ＨＥＭＳ機器を設置した状況が確認できる写真（情報が表示されているモニタ

ー画面、及び主要なＨＥＭＳ機器の写真） 

⑥ うちエコ診断受診証明書の写し（１年以内のもの） 

⑦ その他当法人が必要と認める書類 

 
 本事業において設置されたＨＥＭＳ機器により蓄積された電力使用量の実績
データを、当協会の求めに応じて提供していただくことがあります。 

 

 公益財団法人 ひょうご環境創造協会 

    再生可能エネルギー相談支援センター 

    〒654-0037 神戸市須磨区行平町 3-1-18 

   TEL:０７８－７３５－７７４４ 

   FAX:０７８－７３５－７２２２ 

※封筒の表に「補助金交付申請書在中」「補助事業完了報告書在中」と赤字で記入し、

できるだけ配達の記録が残る方法で郵送してください。 

 

 

 

 

 

専門の診断士が、各家庭のライフスタイルに合わせた省エネ対策を提案すること

により、受診家庭の効果的な CO2 排出削減に結び付けるものです。（無料） 

ＨＥＭＳ機器設置補助金を受けるために、事前に受診いただくことが必須条件です。 

ＨＥＭＳ機器設置後に、より効果的な省エネ対策のヒントを得るために、一定期間のデータが

得られた後に再度受診されることもお勧めします。 

 

 

 

 

＜お申込み・お問い合わせ＞ 

 公益財団法人ひょうご環境創造協会 うちエコ診断担当 

   TEL:０７８－７３５－２７３８    FAX:０７８－７３５－７２２２     

その他 

提出書類 

補助金の 

受付窓口 

太陽光などの再
生可能エネルギ
ーの導入や省エ
ネなど様々なご
相談に応じてい
ます。（無料） 

補助金交付要綱及び関係書式は、協会のホームページからダウンロードできます。 

「ひょうご環境創造協会トップページ」→「地球温暖化防止」→「ＨＥＭＳ機器設置補助金」 

http://www.eco-hyogo.jp/global-warming/hems/ 

※うちエコ診断とは 

申込書兼事前

調査票の提出 

受診日時の決定 
電話でご希望の日時
をお尋ねします。 

 

診断の受診 


